
障害者支援施設等食材料費高騰対策支援事業について 

 

事業の概要 

 ＜食材料費支援＞  

物価高騰の影響により、利用者への食事提供に影響が生じないよう、障害者支援施設等

に対し、補助基準額を上限として、令和８年度の食材料費の対前年増加額に係る経費を補

助する。 

 

【対象施設】利用者に対して食事を提供している入所系、通所系施設 
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児童発達支援センター 

 ※市町又は一部事務組合が設置する施設を除く。 

 

【補助金額】 

 ○ 以下の①と②の額を比較して、低い方の額を補助金として交付する。 

  ①食材料費の対前年増加額 

令和８年度食材料費 － 令和７年度の食材料費 

  ②補助金の上限額 

   補助基準額×利用者数 

 

区分 補助基準額 

入所系施設 21,600 円（利用者１人） 

通所系施設 6,400 円（利用者１人） 

 

申請開始時期等 

令和８年４月上～中旬から申請受付を開始する予定です。準備が整い次第、事務局ホー

ムページ等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。 


